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規    則 

那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を

改正する規則（人事課） 

那覇市規則第27号  

平成29年12月１日  

                            公   布   済  

 

 

那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則（人事課） 

那覇市規則第28号  

平成29年12月１日  

                            公   布   済  

 

 

那覇市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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 1180 

 

 
 

 

 

 

 

那覇市臨時職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則（人

事課） 

那覇市規則第29号  

平成29年12月１日  

                            公   布   済  

 

 

那覇市臨時職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市印鑑の登録、証明等に関する文書の様式を定める規則の一部を

改正する規則（ハイサイ市民課） 

那覇市規則第30号  

平成29年12月１日  

                            公   布   済  

 

 

那覇市印鑑の登録、証明等に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則（国民健康保

険課） 

那覇市規則第31号  

平成29年12月１日  

                            公   布   済  

 

 

那覇市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

平成 29 年（2017 年）12 月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 309 号  

平成 29 年 11 月 22 日  

掲 示 済  

 

 

平成 29年（2017年）12月那覇市議会定例会の招集について 

 

 

平成 29年（2017年）12月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招 集 の 日 平成 29年 12月１日（金） 

２ 招集の場所 那覇市議会議場 

 

 

那覇広域都市計画用途地域の変更について（都市計画課） 

  那覇市告示第 310 号  

平成 29年 11月 24日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画用途地域の変更について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定において準用する同

法第 19条第１項の規定により、那覇広域都市計画用途地域を変更したので、同法第

21 条第２項の規定において準用する同法第 20 条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市               

上記代表者 那覇市長 城間 幹子  

 

１ 都市計画の種類及び名称 

那覇広域都市計画用途地域 

（汀良翁長線沿道地区及び石嶺鳥堀線沿道地区） 
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２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 那覇市首里石嶺町２丁目、首里汀良町３丁目及び 

首里鳥堀町４丁目 各地内 

 

３ 縦覧場所 

那覇市都市計画部都市計画課（那覇市役所本庁舎９階） 

 

 

 

建築基準法第 42 条第１項第５号の規定による道路の指定及び廃止に

ついて（建築指導課） 

那覇市告示第 316 号  

平成 29年 11月 27日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定及び廃止について 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定及び廃止したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市都市計画部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 指定及び廃止番号：第８号 

２ 指定及び廃止道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による道路 

３ 指定及び廃止の年月日：平成 29年 11月 27日 

４ 指定道路の位置：那覇市字国場 1078番８、1078番 12 

５ 指定道路の延長及び幅員：延長 5.60ｍ 幅員 4.60ｍ 

６ 指定する転回広場面積：27.70㎡ 

７ 廃止道路の位置：那覇市字国場 1078番１、1078番２ 

８ 廃止道路の延長及び幅員：延長 5.00ｍ 幅員 4.00ｍ 

９ 廃止する転回広場面積：22.74㎡ 
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身体障害者手帳交付に係る医師の指定について（障がい福祉課） 

那覇市告示第 332 号  

平成 29年 12月 15日  

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について 

 

 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第１項の規定に基づき平成

29年 11月 27日付け次のように指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 医師氏名 診療科目 医療機関名 

１ 東 理人 心臓血管外科 沖縄協同病院 

２ 城間 淳 脳神経外科 沖縄協同病院 

３ 永田 仁 外科 沖縄協同病院 

 

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定について（障が

い福祉課） 

那覇市告示第 333 号  

平成 29年 12月 15日  

 

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定について 

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第

123号）第59条第１項の規定に基づき平成29年12月１日付け次のように指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

医療機関 

名称及び所在地 
開設者名称 自立支援医療の種類 

はぴなす訪問看護ステーション

那覇小禄 

那覇市田原１丁目 17番１号 

アゼル・イニシアティブ 

株式会社 

代表取締役 遠藤 靖博 

育成医療・更生医療 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 334 号  

平成 29年 12月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

はぴなす訪問看護ステーション 

那覇小禄 

アゼル・イニシアティブ

株式会社 
平成29年11月２日 

那覇市田原１丁目 17番１号 

知念医院 知念 正人 
平成29年10月１日 

那覇市樋川二丁目９番１号 リバーサイドかみはら 103 

ファミリークリニック小禄 國吉 賢 
平成29年10月１日 

那覇市小禄４丁目１番地９ 

あらかき内科クリニック 新垣 紀子 
平成29年11月６日 

那覇市楚辺一丁目３番 64号 ２階 

ハートライン沖縄クリニック 吉澤 孝典 
平成29年11月10日 

那覇市前島三丁目 22番 14号 トーマス前島Ⅱ102 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 335 号  

平成 29年 12月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとお

り廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開 設 者 
廃止年月日 

所 在 地 

相生薬局 首里平良店 株式会社 桜花 pharmacy 

平成29年６月30日 

那覇市首里平良町２丁目８番地                                                                                     

知念医院 知念 正人 

平成29年９月30日 

那覇市樋川二丁目８番 33号 

ファミリークリニック小禄 國吉 賢 

平成29年10月１日 

那覇市小禄５丁目 13番地１ たかよしビル２階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の辞退について（保護管理課） 

那覇市告示第 336 号  

平成 29年 12月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の辞退について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 51条第１項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり辞退の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開 設 者 
辞退年月日 

所 在 地 

なごみ泌尿器科クリニック 城間 和郎 

平成 29年 11月 30日 

那覇市天久一丁目８番１号 コーポ社 201 

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 337 号  

平成 29年 12月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 
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生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

麻布デンタルクリニック 

（居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導） 
平成 29年９月 30日 

那覇市久茂地三丁目 15番６号 幸マンション２階 

デイサービスセンターおもろ苑 

（通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス（みなし）） 
平成 29年７月 31日 

那覇市安謝二丁目 31番 15号 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 338 号  

平成 29年 12月 15日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施術機関として、次の

とおり指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

柳沢 光 
はり・きゅう 

柔 道 整 復 
平成29年10月26日 

よもぎはり灸整骨院        那覇市字大道128番地 

添盛 里奈 柔 道 整 復 平成29年11月７日 

おもろまち整骨院 新都心店 
那覇市上之屋一丁目18番12号 

プラセール上之屋101 

 

 

公    告 

 

制限付一般競争入札(事後審査型）の実施について（公園管理課） 

那覇市公告第 304 号  

平成 29 年９月 15 日  

掲 示 済  

 

制限付一般競争入札(事後審査型）の実施について 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定に基づき、次のと

おり公告する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 平成 29年度リュウキュウマツ害虫対策樹幹注入業務委託 

（２）契約番号 - 

（３）業  種 造園工事業 

（４）場  所 那覇市内一円 

（５）履行期間 着手の日から      平成 30年 2月 23日まで 

（６）落札方式 価格競争落札方式 
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（７）概  要  

① 目的 

観光立県沖縄における観光振興の観点から、県花であるデイ

ゴや県木であるリュウキュウマツを害虫から守るため、駆除

及び予防対策として薬剤の樹幹注入を行う。 

② 規模等 － 

③ 構造形式 － 

④ 工種 － 

⑤ 主要資材 － 

（８）予定価格 4,629,630円(消費税抜き) 

（９）最低制限価格 
予定価格の 7/10以上で設定し、開札後公表。 

※詳しくは、「建設工事における最低制限価格の見直しについて」 

を参照。 

 

２ 入札参加資格要件  ※入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

（１） 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 
那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第 14 条に規定する指名停止の措

置を受けていない者であること。 

（３） 
開札日において造園の有効な経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）

を受けている者であること。 

（４） 

会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に

基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。（会社更生法の

規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生

手続開始の申立てをしている者であっても、当該手続開始の決定後、経営

事項審査を受け本市に競争入札参加資格審査願を再度提出し、審査を経て

有資格者として認定され資格者名簿に登録された者で、更生計画認可が決

定された者又は再生計画認可の決定が確定された者を除く。） 

（５） 

経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者である

こと。 
（公告日の３か月前から開札日までの間に不渡り等を生じていない者であるこ

と。（４）に該当するものを除く。） 

（６） 

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに

準じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続して

いるなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者で

あること。（下請業者も同様とする。） 

（７） 
那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第６条に規定す

る資格者名簿に造園工事業者として登録されている者であること。 

（８） 

開札日を基準日とし過去１年間に、那覇市工事成績評定要領第８に規定す

る工事成績評定通知で、造園工事の評定点が 60 点未満でない者であるこ

と。 
※上記期間中に工事成績評定を受けていない者は、（８）の入札参加資格を満たし

ているものとする。 
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（９） 
平成 29・30年度の造園の格付が、Ｃ等級（ランク）の者であること。 
※業者格付については、「審査合格通知書」、那覇市ホームページの「平成 29・30

年度 登録業者一覧」でご確認ください。 

（10） 

①現場代理人は、常駐で配置できること。 

②主任技術者は、次のいずれかの資格を有するものを開札日において配置

できること。 

・１級造園施工管理技士   ・２級造園施工管理技士 

③現場代理人は、主任技術者(監理技術者)を兼ねることができる。 

④現場代理人及び主任技術者(監理技術者)は、請負者と直接的かつ恒常的

な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、開札日以前に３か月以

上の継続した雇用関係にあることをいう。 

（11） 
開札日において造園工事業の有効な建設業許可を受けている者であるこ

と。 

（12） 那覇市に本店が有る者であること。 

 

３ 落札制限     ※次の各項目のうち一つでも該当すれば、落札することができません。 

（１） 開札日前 30日以内に、那覇市公園管理課で執行する業務委託を落札した

場合は、本案件を落札することはできない。 

（２） 複数の案件で落札候補者等になった場合には、落札件数は１件のみとし、

先に開札された案件が優先して落札される(落札案件を選ぶことはできな

い。)。 

（３） 那覇市法制契約課を通して行う建設工事等について、本案件は落札制限を

受けない。 

（４） 那覇市公園管理課を通して行う随意契約の方法により契約を締結したもの

について、本案件は落札制限を受けない。 

（５） 他市町村から那覇市に本店を移転した者は、開札日において、移転日以後

６か月を経過していないときは、この案件を落札することはできない。 

（６） 新規に業者登録した者は、開札日において、登録日以後６か月を経過して

いないときは、この案件を落札することはできない。 

  

４ 一般競争入札参加資格審査申請書の提出 

 本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確審査申請書（以下、「資格審査

申請書」という。）を持参により提出しなければならない。 

 なお、提出期間に資格審査申請書（第１号様式）を提出しない者は、本競争に参

加することができない。 

提出期間及び方法 

提出期間：平成 29年９月 19日（火）９時 ～  

平成 29年９月 26日（火）17時 

提出方法：公園管理課まで持参すること。 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７０６号   2017（平成29）年12月15日 

 1216 

 

５ 質問、回答 

質問期間及び方法 

質問期間：平成 29年９月 19日（火）９時 ～  

平成 29年９月 22日（金） 17時 

質問方法：「質問書」を FAXで提出すること。 

（質問がない場合は不要） 

 ●提出先：公園管理課  親泊 太一  FAX：951-3206 

回答期限及び方法 
回答期限：平成 29年９月 26日（火） 17時 

回答方法：那覇市公園管理課ホームページに掲載する。 

 

６ 入札、開札、落札 

入札日時及び方法 
入札日時：平成 29年 10月２日（月） 10時 

入札方法：紙（入札書）による入札 

開札日時 入札終了後、即時おこなう。 

入札・開札場所 那覇市役所本庁 ８階 801会議室 

落札の保留 開札後に入札参加資格審査を行うため、落札を保留とする。 

 

７ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

提出期限 平成 29年 10月５日（木） 12時 

提出方法 公園管理課まで持参すること。 

提出書類 

（１）資格審査書類（第５号様式） 

（２）誓約書（別記様式１） 

（３）最新の経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）の

写し 

（４）建設業許可証明書又は建設業の許可について（通知）

の写し 

（５）配置予定技術者 

 

８ 入札参加資格要件の事後審査及び落札者の決定 

開札後、資格審査書類の事後審査により、落札者を決定する。 

落札者決定予定日  平成 29年 10月 10日（火） 頃 
※心得 第９、10、11、12条参照。 

 

９ 入札保証金、契約保証金、支払条件に関する事項 

入札保証金 免除する。 

契約保証金 免除する。 

前 金 払 適用する。 
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部 分 払 適用しない。 

 

10 誓約書兼同意書の提出に関する事項 

 

  那覇市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱を平成 24年４月１日に施行し

たことに伴い、下請負契約を締結する全ての下請負業者は、当該下請負契約を直

接に発注した相手方に、自身（自社）は暴力団員又は暴力団密接関係者ではない

旨の「誓約書兼同意書」の提出が必要となるので、落札者は本案件に関し、下請

負契約を締結する際には当該「誓約書兼同意書」を必ず提出させなければならな

い。また、当該１次下請負業者以下の全ての下請負業者にも同様の対応をするよ

う指導をしなければならない。  

※全ての下請負業者には、一人親方、日雇労働者を含む。  

※落札者は、契約締結前までに、「誓約書兼同意書」（元請用）を公園管理課へ  

提出しなければならない。 

 

 

11 その他 

 提出された関係書類は返却しない。 

 台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバス

の運行が開始されなければ、開札等は延期となる。延期後の日時は、那覇市公園

管理課ホームページで掲載する。 

 

12 問合せ先 

この公告・入札･開札･契約・設計図書の内容に関すること 

那覇市役所 建設管理部  公園管理課  担当者 ：親泊 太一 

TEL：951-3239        FAX：951-3206 

 

 

制限付一般競争入札(事後審査型）の実施について（公園管理課） 

那覇市公告第 455 号  

平成 29年 11月 28日  

掲 示 済  

 

制限付一般競争入札(事後審査型）の実施について 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定に基づき、次のと

おり公告する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 平成 29年度与儀公園樹木剪定業務 

（２）契約番号 - 

（３）業  種 造園工事業 

（４）場  所 那覇市寄宮１丁目（与儀公園地内） 

（５）履行期間 着手の日から     平成 30年３月 16日まで 

（６）落札方式 価格競争落札方式 

（７）概  要 
公園内樹木の育成状況を調査し美化計画を行った結果に基

づき植栽剪定、間引き伐採を行う。 

① 目的 

亜熱帯庭園都市である那覇市内都市公園の植栽剪定を行い、

那覇市の観光都市としての美観形成に寄与することを目的

とする。 

② 規模等 － 

③ 構造形式 － 

④ 工種 － 

⑤ 主要資材 － 

（８）予定価格 20,270,000円(消費税抜き) 

（９）最低制限価格 
予定価格の 7/10以上で設定し、開札後公表。 
※詳しくは、「建設工事における最低制限価格の見直しについて」

を参照。 

 

２ 入札参加資格要件  ※入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

（１） 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 
那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第 14 条に規定する指名停止の措

置を受けていない者であること。 

（３） 
開札日において造園の有効な経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）

を受けている者であること。 

（４） 

会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に

基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。（会社更生法の

規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生

手続開始の申立てをしている者であっても、当該手続開始の決定後、経営

事項審査を受け本市に競争入札参加資格審査願を再度提出し、審査を経て

有資格者として認定され資格者名簿に登録された者で、更生計画認可が決

定された者又は再生計画認可の決定が確定された者を除く。） 

（５） 

経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者である

こと。 

（公告日の３か月前から開札日までの間に不渡り等を生じていない者で

あること。（４）に該当するものを除く。） 
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（６） 

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに

準じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続して

いるなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者で

あること。（下請業者も同様とする。） 

（７）  
那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第６条に規定す

る資格者名簿に造園工事業者として登録されている者であること。 

（８） 

開札日を基準日とし過去１年間に、那覇市工事成績評定要領第８に規定す

る工事成績評定通知で、造園工事の評定点が 60 点未満でない者であるこ

と。 
※上記期間中に工事成績評定を受けていない者は、（８）の入札参加資格を満たし

ているものとする。 

（９） 
平成 29・30年度の造園の格付が、Ｂ等級（ランク）の者であること。 
※業者格付については、「審査合格通知書」、那覇市ホームページの「平成 29・30

年度 登録業者一覧」でご確認ください。 

（10） 

①現場代理人は、常駐で配置できること。 

②主任技術者は、次のいずれかの資格を有するものを開札日において配置

できること。 

・１級造園施工管理技士   ・２級造園施工管理技士 

③現場代理人は、主任技術者(監理技術者)を兼ねることができる。 

④現場代理人及び主任技術者(監理技術者)は、請負者と直接的かつ恒常的

な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、開札日以前に３か月以

上の継続した雇用関係にあることをいう。 

（11） 
開札日において造園工事業の有効な建設業許可を受けている者であるこ

と。 

（12） 那覇市に本店が有る者であること。 

 

３ 落札制限    ※次の各項目のうち一つでも該当すれば、落札することができません。 

（１） 開札日前 30日以内に、那覇市公園管理課で執行する業務委託を落札した

場合は、本案件を落札することはできない。 

（２） 複数の案件で落札候補者等になった場合には、落札件数は１件のみとし、

先に開札された案件が優先して落札される(落札案件を選ぶことはできな

い。)。 

（３） 那覇市法制契約課を通して行う建設工事等について、本案件は落札制限を

受けない。 

（４） 那覇市公園管理課を通して行う随意契約の方法により契約を締結したもの

について、本案件は落札制限を受けない。 

（５） 他市町村から那覇市に本店を移転した者は、開札日において、移転日以後

６か月を経過していないときは、この案件を落札することはできない。 

（６） 新規に業者登録した者は、開札日において、登録日以後６か月を経過して

いないときは、この案件を落札することはできない。 
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４ 一般競争入札参加資格審査申請書の提出 

  本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確審査申請書（以下、「資格審

査申請書」という。）を持参により提出しなければならない。 

 なお、提出期間に資格審査申請書（第 1号様式）を提出しない者は、本競争に

参加することができない。 

提出期間及び方法 

提出期間：平成 29年 11月 29日（水）９時 ～ 

平成 29年 12月６日（水） 17時 

提出方法：公園管理課まで持参すること。 

 

５ 質問、回答 

質問期間及び方法 

質問期間：平成 29年 11月 29日(水) ９時 ～  

平成 29年 12月４日(月)  17時 

質問方法：「質問書」を FAXで提出すること。 

（質問がない場合は不要） 

 ●提出先：公園管理課  金城 雅友  FAX：951-3206 

回答期限及び方法 
回答期限：平成 29年 12月６日(水)  17時 

回答方法：那覇市公園管理課ホームページに掲載する。 

 

６ 入札、開札、落札 

入札日時及び方法 
入札日時：平成 29年 12月 12日(火)  10時 

入札方法：紙（入札書）による入札 

開札日時 入札終了後、即時おこなう。 

入札・開札場所 那覇市役所本庁 ９階 901会議室 

落札の保留 開札後に入札参加資格審査を行うため、落札を保留とする。 

 

７ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

提出期限 平成 29年 12月 15日(金)  12時 

提出方法 公園管理課まで持参すること。 

提出書類 

（１）資格審査書類（第５号様式） 

（２）誓約書（別記様式１） 

（３）最新の経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）の

写し 

（４）建設業許可証明書又は建設業の許可について（通知）

の写し 

（５）配置予定技術者 
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８ 入札参加資格要件の事後審査及び落札者の決定 

開札後、資格審査書類の事後審査により、落札者を決定する。 

落札者決定予定日  平成 29年 12月 18日（月） 頃 
※心得 第９、10、11、12条参照。 

 

９ 入札保証金、契約保証金、支払条件に関する事項 

入札保証金 免除する。 

契約保証金 免除する。 

前 金 払 適用する。 

部 分 払 適用しない。 

 

10 誓約書兼同意書の提出に関する事項 

 

 那覇市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱を平成 24 年４月１日に施行し

たことに伴い、下請負契約を締結する全ての下請負業者は、当該下請負契約を直

接に発注した相手方に、自身（自社）は暴力団員又は暴力団密接関係者ではない

旨の「誓約書兼同意書」の提出が必要となるので、落札者は本案件に関し、下請

負契約を締結する際には当該「誓約書兼同意書」を必ず提出させなければならな

い。また、当該１次下請負業者以下の全ての下請負業者にも同様の対応をするよ

う指導をしなければならない。  

※全ての下請負業者には、一人親方、日雇労働者を含む。  

※落札者は、契約締結前までに、「誓約書兼同意書」（元請用）を公園管理課へ  

提出しなければならない。 

 

 

11 その他 

提出された関係書類は返却しない。 

 台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバス

の運行が開始されなければ、開札等は延期となる。延期後の日時は、那覇市公園

管理課ホームページで掲載する。 

 

12 問合せ先 

この公告・入札･開札･契約・設計図書の内容に関すること 

那覇市役所 建設管理部  公園管理課  担当者 ：金城 雅友 

TEL：951-3239        FAX：951-3206 
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監査委員公表 

 

平成 29 年度前期定期監査の結果について（公表） 

那 監 公 表 第 ４ 号  

平成 29年 12月 15 日  

 

 

那覇市監査委員   新 城 和 範  

同      宮 里 善 博  

同      糸 数 昌 洋  

同      古 堅 茂 治  

 

 

平成 29年度前期定期監査の結果について（公表） 

 

 

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 199 条第４項に基づき実施した平成 29 年

度前期定期監査の結果を同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 
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